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１ 計画の概要・趣旨 

1-1 計画策定の背景 

2014 年 11 月 27 日に｢空家等対策の推進に関する特別措置法(以下｢空家法｣という｡)｣が公

布され､その後､2015 年 5 月 26 日に完全施行されました｡ 

それに伴い､市では､日進市空家等対策協議会と協議しながら､2017 年 3 月に“計画期間を

2025 年度までとする｢日進市空家等対策計画(以下｢前計画｣という｡)｣”が作成されました｡また､

2018 年 3 月 26 日には､空家法では対象とはならない空家の管理などの規定を定めた｢日進

市空家の適切な管理に関する条例(以下「空家条例」という｡)｣を制定し､その後､2018 年 4 月 1

日に施行されました｡ 

以後､日進市空家等対策協議会で前計画における実施に関する協議を行いながら､空家等

対策を実施してきました。そして､特に雑草や樹木の越境など管理がされていない空家に対す

る相談が多いこと､利活用を促進するための空家を供給することが難しいことなどの課題を把

握することができました｡ 

空家法においては､使用目的のない空家が 1998 年から 2018 年の 20 年で 1.9 倍に増加し､

今後も増加する見込みであること､除却などのさらなる促進に加え､周囲に悪影響を及ぼす前

に有効活用や適切な管理を総合的に強化する必要があることから 2023 年 12 月 13 日に一部

を改正する法律が施行されました｡また､空家条例についても空家法の一部改正により管理不

全空家等の認定などを規定する必要がでてきたことから､2024 年 10 月 2 日に一部を改正する

条例が施行されました｡ 

これらの背景を踏まえ､これまでに把握した課題の解決につながる“新たな「日進市空家等

対策計画（以下「計画」という。）」”を策定し､市民の安全で安心な暮らしを実現していきます｡ 

 

1-2 計画の目的 

建築物等の所有者等が､所有責任・管理責任において継続的に空家化せず適切な管理や

利活用を行っていくこと、そのために必要となる市及び関係団体などの支援など、空家等対策

の基本的な考え方を定め､総合的かつ計画的に空家等対策を推進していくことを目的とします｡ 
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1-3 計画の位置付け 

1 法的な位置づけ 

計画は､空家法第 7 条第 1 項に規定する｢空家等対策計画｣であり､同法第 8 条第 1 項に規

定する空家等対策協議会に諮りながら､空家等対策を総合的かつ計画的に実施するために

必要な事項をまとめたものです｡ 

 

2 上位計画などとの位置づけ 

計画は､｢日進市総合計画｣を上位計画とし､｢第 2 期日進市人口ビジョン･まち･ひと･しごと創

生総合戦略｣､｢日進市都市マスタープラン｣､｢日進市立地適正化計画｣をはじめ､まちづくりに

関する計画などを横断的に連携しています｡ 

  

 

 

 

 

国 

 

愛知県 
関連計画 

・愛知県住生活基本計画 2030  補助金など 

空家法 

・空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針 

・管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図る  

ために必要な指針（ガイドライン） 

連携 

整合 

日進市空家等対策計画 

関連法令 

・民法 

・建築基準法 

・その他 

情報提供・技術的助言 

市 

関連計画 
・第 2期日進市人口ビジョン・まち・ひと・ 

しごと創生総合戦略 

・日進市都市マスタープラン 

・日進市立地適正化計画 

・日進市耐震改修促進計画 

・第 2期にっしん幸せまちづくりプラン 

（第 3次日進市地域福祉計画、第 5次日進市 

地域福祉活動計画） 

・その他 

整合 

財政措置 

財政措置 

上位計画 

・日進市総合計画 

根拠 

図 1-1 空家等対策計画の位置付け 

空家条例 

所
有
者
等
に
よ
る
「
空
家
化
の
予
防
」、 

「
適
切
な
管
理
」、「
利
活
用
」 

対策の推進 
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２ 空家の定義 

計画における空家は､次のとおりです｡ただし､国又は地方公共団体が所有し､又は管理す

るものは除きます｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定義より、現に居住はしていないが、所有者等が時々出入りして物置として利用し、適切な

管理が行われている建築物等は、空家には該当しません。 

空家 

建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされて
いないことが常態(概ね 1 年以上の期間)であるもの及びその敷地(立木その
他の土地に定着する物を含む｡) 

適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定
空家等に該当することとなるおそれのある状態にある空家等 

管理不全空家等 

そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある
状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理
が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他
周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適当である
状態にあると認められる空家等 

特定空家等 

建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用が相当期間
(概ね 1 か月から 1 年未満の期間)なされていないもの及びその敷地(立木そ
の他土地に定着する物を含む｡) 

●空家法 

●空家条例 

そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある
状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理
が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他
周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適当である
状態にあると認められる類似空家等 

空家等 

類似空家等 

特定類似空家等 

図 2-１ 空家の定義 
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３ 空家の現状と課題及び課題解決に向けた方向性 

3-1 人口の動向 

1 人口の推移と将来推計 

国勢調査における市の人口は 1980 年以降増加しており､2020 年は 91,520 人となっていま

す｡年少人口(15 歳未満)の割合は､1980 年から 1995年にかけて減少した後､1995 年から 2010

年にかけて増加しましたが､2010 年から 2020 年にかけて再び減少しています｡生産年齢人口

(15～64 歳)の割合は､1980 年から 1990 年にかけて増加しましたが､以降は減少しています｡

高齢者人口(65 歳以上)の割合は､1980 年は 6.2%でしたが､2020 年には 21.6%まで増加してお

り､高齢化が進行しています｡ 

また､将来の人口は 2040 年頃までにピークを迎え､その後減少に転じる見込みです｡少子

高齢化が進行し､2050 年には､高齢者人口の割合が 32.0%になる見込みです｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-１ 人口の実績及び将来推計(日進市立地適正化計画より) 
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表 3-1 国勢調査における世帯数の推移 

 2010 年 2015 年 2020 年 

世帯数 33,418 世帯 34,210 世帯 36,460 世帯 

高齢者人口(65 歳以上)の単独世帯数 1,667 世帯 2,110 世帯 2,528 世帯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-2 年齢階層別人口構成比の実績及び将来推計(日進市立地適正化計画より) 
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2 人口分布の推移 

人口は､市街化区域に多く分布しています｡特に､赤池駅､日進駅､米野木駅周辺の他､名古

屋市と隣接する香久山や岩崎台に多く分布しています｡市街化調整区域では､人口は多くな

いものの広範囲にわたって分布しています｡ 

2020 年から 2040 年にかけて､市街化区域では浅田町や岩崎町､香久山､岩崎台周辺など

で人口が減少する地域はありますが､現在特に人口が集中している赤池駅､日進駅､米野木駅

周辺では人口が増加する見込みです｡市街化調整区域のほとんどで､人口が減少する見込み

です｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料:国土地理院､国土技術政策総合研究所｢将来人口･世帯予測ツール V3(R2 国調対応版)｣(2020 年､2040 年) 

 

2020 年 

2040 年 

図 3-3 人口増減(2020 年⇒2040 年)の対比(日進市立地適正化計画より) 
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資料:国土地理院､国土技術政策総合研究所｢将来人口･世帯予測ツール V3(R2 国調対応版)｣(2020 年､2040 年) 

 

 

 

3 人口の動向からの課題 

人口減少や少子高齢化が進行するとともに､高齢者人口(65 歳以上)の単独世帯も増加する

ことが予測されます｡ 

そのため､この世帯の世帯主が所有者等である場合､将来の建築物等のあり方を家族間な

どで決めそれを実践していかなければ､将来的に空家になる可能性があります｡ 

また､市街化調整区域のほとんどで､人口が減少する見込みであることから､市街化調整区

域に建てられた建築物等が空家になる可能性があります｡ 

 

 

 

 

 

 

2020 年⇒2040 年

図 3-4 人口増減(2020 年⇒2040 年)(日進市立地適正化計画より) 
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3-2 空家の状況と現状分析(空家の調査に関する事項 その 1) 

1 統計からみた空家の状況 

市内の空家は､2013 年までは増加していましたが､以降は減少に転じています｡｢賃貸･売却

用及び二次的住宅を除く空家｣の空家率は､2.9%で､愛知県の空家率 5.0%を下回っており､愛

知県内自治体の中では 43 番目となります｡ 
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図 3-5 空家状況の推移(日進市立地適正化計画より) 

資料：住宅・土地統計調査（2008 年～2023 年） 

資料：住宅・土地統計調査（2023 年） 
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愛知県の空家率：5.0%

※住宅･土地統計調査では､空家に関する調査を次の種類に分け実施｡そのうち､空家法
における空家等に該当する空家である｢賃貸･売却用及び二次的住宅を除く空家｣に
よる空家率を算出 

空家  賃貸・売却用及び二次的住宅を除く
空家 

    賃貸用の空家 
 売却用の空家 
二次的住宅  別荘 

その他 

図 3-6 愛知県内自治体における｢賃貸･売却用及び二次的住宅を除く空家｣の空家率 
(日進市立地適正化計画より) 
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また､図 3-5 における空家数のピークである 2013 年と 2023 年を比較すると､一戸建ての｢賃

貸･売却用及び二次的住宅を除く空家(2013 年では｢その他住宅｣)｣は､2013 年では 1,060 戸

でしたが､2023 年では 750 戸まで減少しました｡ 

 

表 3-2 空家数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 実態調査などからみた空家の状況 

2015年度に行われた空家等実態調査(｢現地調査｣及び｢意向調査(アンケート)｣)による空家

の状況は 491 戸でありました｡この戸数を基礎戸数とし､次の手順で現状の空家数を確認しま

した｡ 

 

表 3-3 実態調査などによる空家数(2024 年度末時点) 

空家数の把握手順 合計 

(1) 
基礎戸数及び 2024 年度までに相談を受けた空家と思われる建築物等の戸

数(相談を受けたもののうち､建築物等に該当しないものなどを除く｡) 
665 戸 

(2) (1)のうち､これまでに除却などで空家と思われる建築物等がなくなった戸数 246 戸 

(3) 
外観目視などにより管理が十分されていることから､利用や居住がされている

と思われる建築物等の戸数 
301 戸 

(4) 実態調査から見た空家と思われる建築物等の戸数((1)-(2)-(3)) 118 戸 

(5) 意向調査(アンケート調査)の結果､空家ではないと判断できた戸数 40 戸 

(6) 

空家と判断した戸数((4)-(5)) 

(意向調査(アンケート調査)で建築物等の利用が確認できないもの及び意向

調査(アンケート調査)の回答をいただけなかったものの戸数) 

78 戸 

資料：住宅・土地統計調査（2013 年、2023 年） 
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ゆえに､実態調査などからみた 2024 年度末の空家の状況は 78 戸であり､2015 年度では

491 戸でしたが､78 戸まで減少しました｡ 

また､表 3-3 において｢(1) 基礎戸数及び 2024 年度までに相談を受けた空家と思われる建

築物等の戸数(相談を受けたもののうち､建築物等に該当しないものなどを除く｡) 665 戸｣に対

し､｢(2) (1)のうち､これまでに除却などで空家と思われる建築物等がなくなった戸数 246 戸｣で

あることから､土地のみを利用している状況が約 37%あることがわかりました｡ 

 

3 空家の状況と現状分析からの課題 

空家数は減少している状況にありますが､実態調査などにより空家と判断した 78 戸につい

ては､雑草や樹木の繁茂･越境などにより周辺にお住いの方の生活環境に影響を与えないよう､

所有者が適切な管理を行うことが必要です｡ 
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3-3 意向調査(アンケート調査)(空家の調査に関する事項 その 2) 

1 意向調査(アンケート調査)の実施 

空家の状況を確認するため､表 3-3 において｢(4)  実態調査から見た空家と思われる建築

物等の戸数((1)-(2)-(3)) 118 戸｣のうち､管理や今後の利活用などの意向が確認できていない

116 戸の所有者等に対し､次のとおり調査を実施しました｡ 

 

表 3-4 意向調査(アンケート調査)の実施状況 

 

 

【調査内容(自由記入欄などを除く)及び結果】 

 

■対象住宅について 

あなた､または親族などが所有､管理していると思われる住宅について確認します｡ 

問 1 現在､対象住宅の状況はどうなっていますか｡(1 つ選択) 

選択肢 回答数 備考 

1.自分または親族などが住んでいる 2 件 

1～5 

この設問で終了

です｡ 

2.貸家にしている 0 件 

3.売却､譲渡済 5 件 

4.既に解体済､または解体予定 6 件 

5.不明または心あたりがない 0 件 

6.時々利用している 18 件 

問 2 の設問に進

んでください｡ 

7.物置として利用している 15 件 

8.車庫のみ利用している 3 件 

9.利用していない 17 件 

無回答 3 件  

合計 69 件  

※回答は１つ選択としていましたが、複数選択された場合はそれらの回答も回答数に反映し

ています｡ 

 

 

 

(1) 意向調査(アンケート調査)を所有者等に郵送で送付した件数 116 件 

(2) (1)のうち､あて所不明で返送された件数 5 件 

(3) 所有者等に意向調査(アンケート調査)の回答をしていただけた件数 61 件 

(4) 所有者等に意向調査(アンケート調査)の回答をいただけなかった件数 50 件 
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■対象住宅の状況について 

問 2 対象住宅の建築時期はいつ頃ですか｡(1 つ選択) 

選択肢 回答数 備考 

1.昭和 26 年以前 2 件  

2.昭和 27 年～昭和 37 年 0 件  

3.昭和 37 年～昭和 46 年 10 件  

4.昭和 47 年～昭和 56 年 18 件  

5.昭和 57 年～平成 3 年 7 件  

6.平成 4 年～平成 13 年 1 件  

7.平成 14 年～平成 23 年 0 件  

8.平成 24 年～平成 27 年 0 件  

9.平成 28 年以降 0 件  

10.わからない 11 件  

無回答 2 件  

合計 51 件  

※問 1 で 6～9 のいずれかを回答又は無回答の方(重複を除く合計 50 件)を集計対象としてい

ます｡ 

※回答は１つ選択としていましたが、複数選択された場合はそれらの回答も回答数に反映し

ています｡ 

 

問 3 空家になって何年たちましたか｡※大まかな年数で結構です｡ 

選択肢 回答数 備考 

1. 0 年以上 5 年未満 8 件  

2. 5 年以上 10 年未満 12 件  

3.10 年以上 25 件  

4.不明 1 件  

無回答 4 件  

合計 50 件  

※問 1 で 6～9 のいずれかを回答又は無回答の方(重複を除く合計 50 件)を集計対象としてい

ます｡ 

※実際の回答は､年数を記述していただいています｡ 
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問 4 空家になっている理由は何ですか｡(1 つ選択) 

選択肢 回答数 備考 

1.住んでいた人が死亡したため 21 件  

2.住んでいた人が施設入所､入院したため 4 件  

3.他所へ住宅を新築･購入し転居したため 3 件  

4.転勤などで長期不在のため 1 件  

5.居住用に取得したが入居していない 0 件  

6.賃借人が転居したため 1 件  

7.相続などにより取得したが住むがいない 9 件  

8.相続人が決まらない 1 件  

9.その他 6 件  

無回答 5 件  

合計 51 件  

※問 1 で 6～9 のいずれかを回答又は無回答の方(重複を除く合計 50 件)を集計対象としてい

ます｡ 

※回答は１つ選択としていましたが、複数選択された場合はそれらの回答も回答数に反映し

ています｡ 

 

問 5 対象住宅の耐震対策状況はどうなっていますか｡(1 つ選択) 

※問 2 で 1～4 と回答した方のみお答えください｡ 

選択肢 回答数 備考 

1.既に耐震化済み 3 件  

2.これから耐震化する予定である 0 件  

3.耐震診断を行ったが耐震化する予定がない 2 件  

4.耐震診断も行っていない 10 件  

5.わからない 11 件  

無回答 3 件  

合計 29 件  

※問 1 で 6～9 のいずれかを回答又は無回答の方(重複を除く合計 50 件)のうち､問 2 で 1～4

のいずれかを回答した方(重複を除く合計 29 件)を集計対象としています｡ 

 

 

 

 

 

 



 

 

14 

 

■対象住宅の管理について 

問 6 現在､対象住宅の主な管理者はどなたですか｡(1 つ選択) 

選択肢 回答数 備考 

1.自分もしくは家族 41 件  

2.親族 3 件  

3.対象住宅の近所の人 1 件  

4.知人 0 件  

5.不動産業者 2 件  

6.専門管理業者 0 件  

7.誰も管理していない 2 件  

8.その他 3 件  

無回答 1 件  

合計 53 件  

※問 1 で 6～9 のいずれかを回答又は無回答の方(重複を除く合計 50 件)を集計対象としてい

ます｡ 

※回答は１つ選択としていましたが、複数選択された場合はそれらの回答も回答数に反映し

ています｡ 

 

問 7 対象住宅の維持･管理はどのくらいの割合で行っていますか｡(1 つ選択) 

選択肢 回答数 備考 

1.週 1 回以上 4 件  

2.月 1 回程度 12 件  

3.2～3 か月に 1 回程度 11 件  

4.半年に 1 回程度 11 件  

5.1 年に 1 回程度 5 件  

6.苦情があったときのみ 4 件  

7.ほとんどしていない 3 件 問 11 の設問に進

んでください｡ 8.わからない 0 件 

無回答 1 件  

合計 51 件  

※問 1 で 6～9 のいずれかを回答又は無回答の方(重複を除く合計 50 件)を集計対象としてい

ます｡ 

※回答は１つ選択としていましたが、複数選択された場合はそれらの回答も回答数に反映し

ています｡ 
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問 8 対象住宅の維持･管理について、どのようなことを行っていますか｡(複数選択可) 

選択肢 回答数 備考 

1.住宅内の清掃 20 件  

2.庭の手入れ、草刈、剪定 38 件  

3.空気の入れ替え 20 件  

4.破損個所の修繕 9 件  

5.仏壇などの管理 9 件  

6.苦情対応のみ 4 件  

7.その他 6 件  

無回答 4 件  

合計 110 件  

※問 1 で 6～9 のいずれかを回答又は無回答の方(重複を除く合計 50 件)のうち、問 7 で 1～

6 のいずれかを回答又は無回答の方(合計 47 件)を集計対象としています。 

 

問 9 対象住宅の維持･管理についての年間維持費はどのくらいですか｡ 

※維持費には､管理委託費､固定資産税､火災保険､対象住宅までの交通費､管理者へ

のお礼など維持･管理にかかる一切の費用の合計を記入してください｡ 

選択肢 回答数 備考 

1.約   0 円以上 10 万円未満程度 13 件  

2.約 10 万円以上 20 万円未満程度 11 件  

3.約 20 万円以上 30 万円未満程度 6 件  

4.約 30 万円以上 40 万円未満程度 2 件  

5.約 40 万円以上 50 万円未満程度 1 件  

6.約 50 万円以上 1 件  

7.その他 4 件  

無回答 9 件  

合計 47 件  

※問 1 で 6～9 のいずれかを回答又は無回答の方(重複を除く合計 50 件)のうち､問 7 で 1～6

のいずれかを回答又は無回答の方(合計 47 件)を集計対象としています｡ 

※実際の回答は､金額を記述していただいています｡ 
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問 10 対象住宅の維持･管理について困っていることは何ですか｡(複数選択可) 

選択肢 回答数 備考 

1.管理の手間が大変 13 件  

2.身体的･年齢的な問題 15 件  

3.現住所から対象住宅までの距離が遠い 15 件  

4.管理を頼める相手を探すのが大変 1 件  

5.管理費用の負担が重い 11 件  

6.すぐに苦情をいわれる 4 件  

7.その他 6 件  

8.困っていない 8 件  

無回答 6 件  

合計 79 件  

※問 1 で 6～9 のいずれかを回答又は無回答の方(重複を除く合計 50 件)のうち､問 7 で 1～6

のいずれかを回答又は無回答の方(合計 47 件)を集計対象としています｡ 

 

問 11 対象住宅の維持･管理をしていない理由は何ですか｡(複数選択可) 

選択肢 回答数 備考 

1.管理する人がいない 0 件  

2.管理の手間が大変なため 0 件  

3.現住所から対象住宅までの距離が遠いため 2 件  

4.管理を頼める相手を探すのが大変なため 0 件  

5.管理の委託料が高いため 0 件  

6.相続問題など権利関係でもめているため 0 件  

7.その他 1 件  

無回答 0 件  

合計 3 件  

※問 1 で 6～9 のいずれかを回答又は無回答の方(重複を除く合計 50 件)のうち､問 7 で 7 を

回答した方(3 件)を集計対象としています｡ 
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問 12 ｢空家等対策の推進に関する特別措置法｣が令和 5 年に改正され､空家所有者等の管

理責務が強化されました｡また｢管理不全空家等｣という区分が新設されました｡このことを知っ

ていますか｡(どちらかを選択) 

選択肢 回答数 備考 

1.知っている 19 件  

2.知らない 25 件  

無回答 6 件  

合計 50 件  

※問 1 で 6～9 のいずれかを回答又は無回答の方(重複を除く合計 50 件)を集計対象としてい

ます｡ 

 

■対象住宅の今後の活用などについて 

問 13 対象住宅の今後の活用などについて､どのようにお考えですか｡(複数選択可) 

選択肢 回答数 備考 

1.売却したい または 売却してもよい 24 件  

2.賃貸したい または 賃貸してもよい 4 件  

3.地域や NPO などに有効活用してもらいたい 4 件  

4.今後も自分または家族が管理する 10 件  

5.将来自分または家族が住む 9 件  

6.別荘や倉庫などに利用したい 5 件  

7.住戸を解体したい 4 件  

8.子や孫に任せる(相続する) 9 件  

9.予定なし(現状のまま) 5 件  

10.その他 6 件  

無回答 6 件  

合計 86 件  

※問 1 で 6～9 のいずれかを回答又は無回答の方(重複を除く合計 50 件)を集計対象としてい

ます｡ 
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問 14 対象住宅の今後の活用などについて､困っていることや心配事はありますか｡(複数選択

可) 

選択肢 回答数 備考 

1.活用方法などについて､家族間で意見がわかれている 5 件  

2.今後利用予定はないので､どうしたらよいかわからない 8 件  

3.解体したいが､解体費用の支出が困難で解体できない 6 件  

4.解体したいが､信頼のおける解体業者を知らない 2 件  

5.解体して更地になることで固定資産税があがる 7 件  

6.売却や賃貸したいが相手がみつからない(信頼のおけ

る不動産業者を知らない) 
8 件  

7.リフォームしないと使用できる状態でない 4 件  

8.リフォームや耐震化し活用したいが､その費用が負担で

ある 
4 件 

 

9.賃貸してもいいが､住みつかれるのは不安である 5 件  

10.荷物､仏壇が置いたままであり､その処分に困っている 6 件  

11.愛着があり他人には､賃貸･売却できない 5 件  

12.権利関係でもめている(相続問題) 0 件  

13.年齢や距離的な問題などで継続的に維持管理すること

が難しい 
8 件 

 

14.庭の手入れなどができないので､管理に困っている 8 件  

15.管理を業者にお願いしたいが､信頼のおける業者を知

らない 
1 件 

 

16.｢空家等対策の推進に関する特別措置法｣が施工され

ていることが不安である 
7 件 

 

17.その他 8 件  

 無回答 9 件  

合計 101 件  

※問 1 で 6～9 のいずれかを回答又は無回答の方(重複を除く合計 50 件)を集計対象としてい

ます｡ 
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問 15 今後の活用や管理に関する要望があればお答えください｡(複数選択可) 

選択肢 回答数 備考 

1.活用､維持管理､相続問題などについて相談できる窓

口を教えてほしい 
6 件  

2.信頼のおける維持管理業者を教えてほしい 4 件  

3.信頼のおける不動産業者を教えてほしい 7 件  

4.ボランティアや地域活動などへの活用の仲介などをし

てほしい 
1 件  

5.解体やリフォームなどの助成をしてほしい 6 件  

6.その他 11 件  

無回答 20 件  

合計 55 件  

※問 1 で 6～9 のいずれかを回答又は無回答の方(重複を除く合計 50 件)を集計対象としてい

ます｡ 

 

問 16 市では､空き家の利活用を促進するため､令和 7 年 3 月に公益社団法人愛知県宅地建

物取引業協会と連携協定を締結し､｢日進市空き家バンク｣を開設しましたが､登録を希望しま

すか｡(1 つ選択) 

選択肢 回答数 備考 

1.はい(もしくは検討したい) 16 件  

2.いいえ 21 件  

無回答 13 件  

合計 50 件  

※問 1 で 6～9 のいずれかを回答又は無回答の方(重複を除く合計 50 件)を集計対象としてい

ます｡ 

 

2 意向調査(アンケート調査)からの課題  

調査では､｢時々利用している｣､｢物置として利用している｣などを選択した方も含めて回答し

ていただきました｡これらは､現状では空家には該当しないが将来的に空家になる可能性があ

ります｡ 

問 10 より､維持･管理での困りごとでは｢身体的､年齢的な問題｣､｢現住所から対象住宅まで

の距離が遠い｣を選択した方が多いことから､このことが課題です。 

問 12 から 16 より様々な意見などを確認することができました｡意見などの多くは､これまでに

市が行っている支援制度の利用で対応できることから､さらなる啓発を行い､利用を促すことが

必要です｡ 
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3-4 空家に関する相談の動向 

1 管理及び空家バンクに関する相談件数 

空家法施行後の 2016 年度から 2024 年度までの管理などに関する相談件数は､毎年平均

50 件前後の推移であり､そのうち雑草や樹木の繁茂･越境などの管理不全で管理通知を発送

した件数は､毎年平均 30 件前後です｡ 

また､空家バンク制度創設後の 2017 年度から 2024 年度までの空家バンクに関する相談件

数は､所有者等からは毎年平均 5 件前後､利用希望者からは毎年平均 10 件前後です｡ 

 

表 3-5 管理などに関する相談件数 

年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 

相談件数 43 件 71 件 63 件 67 件 50 件 

管理通知発送件数 14 件 30 件 31 件 47 件 40 件 

 

年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 合計 

相談件数 44 件 48 件 47 件 58 件 491 件 

管理通知発送件数 30 件 38 件 28 件 37 件 295 件 

※管理通知発送件数は､再発送を含みます｡ 

 

表 3-6 空家バンクに関する相談件数 

年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

所有者等 

(売りたい･貸したい) 
17 件 20 件 5 件 2 件 5 件 

利用希望者 

(買いたい･借りたい) 
22 件 20 件 14 件 11 件 8 件 

 

年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 合計 

所有者等 

(売りたい･貸したい) 
6 件 2 件 1 件 58 件 

利用希望者 

(買いたい･借りたい) 
15 件 10 件 4 件 104 件 
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2 主な相談内容 

空家法施行後の 2016 年度から 2024 年度までの管理などに関する相談の主な内容は､｢雑

草や樹木の繁茂･越境などにより困っている 等｣が圧倒的に多く､全体の約 48%を占めていま

す｡また､｢建築物又はこれに附属する工作物の破損などにより困っている 等｣､｢虫や動物が

発生･住みついているなどで困っている 等｣､｢窓･玄関などが開いている･壊されている 等｣､

｢ごみの飛散や資材の散乱などにより困っている 等｣といった適切な管理が十分されておらず

周辺環境に影響を与えていることに関する相談を加えると全体の約 70%を占めています｡ 

 

表 3-7 2016 年度から 2024 年度までの管理などに関する相談の主な相談内容(累計) 

主な相談内容 件数 割合 

雑草や樹木の繁茂･越境などにより困っている 等 352 件 47.83% 

売りたい･貸したい･買いたい･借りたい･空家バンクなどに関する相談 167 件 22.69% 

建築物又はこれに附属する工作物の破損などにより困っている 等 95 件 12.91% 

虫や動物が発生･住みついているなどで困っている 等 61 件 8.29% 

管理などに関する相談 20 件 2.72% 

窓･玄関などが開いている･壊されている 等 8 件 1.09% 

業者の紹介などに関する相談 4 件 0.54% 

所有者を知りたい･連絡を取りたい 4 件 0.54% 

補助に関する相談 4 件 0.54% 

ごみの飛散や資材の散乱などにより困っている 等 2 件 0.27% 

リフォーム･修繕などに関する相談 2 件 0.27% 

その他 17 件 2.31% 

合計 736 件 100.00% 

 

3 空家の相談動向からの課題  

空家バンクに関する相談状況から､所有者等の｢売りたい･貸したい｣という思いが見受けら

れません｡しかし､相談内容の大部分が､適切な管理が十分にされておらず周辺環境に影響を

与えていることに関するものであることから､所有者等には､所有責任･管理責任の希薄さがあ

ることが課題です｡ 
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3-5 課題の整理及び解決に向けた対策の方向性 

これまでみてきた｢人口の動向｣､｢空家の状況と現状分析｣､｢意向調査(アンケート調査)｣､

｢空家に関する相談の動向｣から､空家に関する課題及び解決に向けた対策の方向性につい

て整理します｡ 

1 課題の整理 

｢人口の動向｣､｢空家の状況と現状分析｣､｢意向調査(アンケート調査)､｢空家に関する相談

の動向｣で示した課題及び全体をとおしての課題を整理します｡ 

 

表 3-8 課題の整理 

項目 課題 

人口の動向 

･人口減少や少子高齢化の進行が予測される｡ 

･高齢者人口(65 歳以上)の単独世帯の増加が予測される｡ 

･将来の家屋のあり方を家族間などで決めそれを実践していかなけれ

ば､将来的に空家になる可能性がある｡ 

空家の状況と現

状分析 
･空家と判断された場合､適切な管理を行うことが必要である｡ 

意向調査 (アン

ケート調査) 

･利用しているため空家と判断されていなくても､将来的に空家になる可

能性がある｡ 

･維持･管理していくうえで｢身体的､年齢的な問題｣､｢現住所から遠い｣と

いった障害がある｡ 

･所有者等の様々な意見については､市がこれまで行ってきている支援

制度でほぼ対応可能であるので､啓発及び利用を促すことが必要であ

る｡ 

空 家 に 関 す る

相談の動向 

･空家バンクを活用して空家を｢売りたい･貸したい｣という思いが見受けら

れない｡ 

･適切な管理が十分にされていない空家の所有者等は､所有責任･管理

責任が希薄である｡ 

全体をとおして

の課題 

･空家化させないためには､早い段階から所有者等及び家族間などで決

め､それを実践していくことが必要である。 

･空家の除却状況から民間流通が盛んであると判断できる｡そのような状

況もあることから､空家バンクの利用は低調である｡ 
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2 解決に向けた対策の方向性 

空家を取り巻く課題を解決するため､次のような方向性を持って取り組みます｡ 

 

(1) 空家化の予防対策 

現在は空家となっていない建築物等の所有者等に対して､空家の発生抑制を啓発します｡ 

<主な取組> 

 所有者等における所有責任･管理責任の徹底を促していきます｡ 

 将来的な建築物等のあり方について､早い段階から所有者等及び親族間などで決め､

実践していくことを促していきます｡ 

 空家を適切に管理することの重要性や空家が周辺生活環境にもたらす問題について

の意識を広く共有していただくための啓発を行います｡ 

 

(2) 管理不全空家等､特定空家等､特定類似空家等にならないための予防対策 

適切な管理が継続されて､管理不全空家等､特定空家等､特定類似空家等にならないた

めの取組を実施します｡ 

①  適切な管理促進対策 

継続して建築物等を所有する意向を持つ所有者等に対して､適切な管理の必要性を

啓発します｡ 

<主な取組> 

 所有者等に対し､ホームページ､パンフレットなどで啓発活動を実施します｡  

 専門家団体による相談体制の利用を促していきます｡  

②  利活用促進対策 

建築物等の継続利用や除却した空家に係る跡地の活用などを促進します｡ 

<主な取組> 

 民間による建築物等の流通を基本としつつ､それを補完する制度である空家バン

クの利用促進をしていきます｡ 

 地域、NPO 事業者などからセーフティーネット住宅やつどいの場、民泊などとして

空家の利用希望があった場合､空家バンクの情報を提供していきます｡ 

 

(3) 管理不全空家等､特定空家等､特定類似空家等に対する措置 

管理不全空家等､特定空家等､特定類似空家等に対しては､空家法又は空家条例に基

づき､必要な措置を講じます｡ 

なお､管理不全空家等、特定空家等、特定類似空家等に該当するか否かの判断基準は

別で定め､日進市空家等対策協議会､日進市特定空家等認定委員会に諮り､認定していき

ます｡ 
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４ 空家対策に係る基本的な方針等 

4-1 空家対策に係る基本的な方針 

実態調査により空家は 78 戸と前回調査より大幅に減少しています｡しかし､今後の少子高齢

化の進行や高齢者人口(65 歳以上)の単独世帯の増加などにより､空家の戸数が増加に転じる

可能性があります｡また､転勤や施設入所等といった所有者等の生活環境の変化に伴い､比較

的新しい建築物等であっても空家に転じる可能性があります｡ 

建築物等を所有することは､所有責任・管理責任が伴い､居住の有無に関わらず管理に係

る費用も必要になってきます｡特に､空家は所有者等が居住していないことから利用の如何に

拘わらず､雑草や樹木の繁茂･越境等など管理がおろそかになりがちになり､防災､衛生､景観

等において地域住民の生活環境に悪影響を及ぼします｡ 

そのため､空家対策は､所有者等が継続的に実施していく建築物等の｢空家化の予防｣や空

家になった場合の｢適切な管理｣と｢利活用｣とそれらを実施していくために必要な支援､｢管理

不全空家等､特定空家等､特定類似空家等への対処｣とします｡ 

そして､これらの空家対策を取り組むことで周辺の生活環境に悪影響を及ぼすことを防止し､

市民が安全で安心な暮らしができる生活環境の保全につなげていきます｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所有者等 世代が変わっても適切な管理と利活用を継続していきます。 

市 空家化の予防につながる周知・啓発などを行います。 

 

 

所有者等 適切な管理を行い、空家の状態を解消します。 

市 現地の状況や適切な管理をしていくための情報提供などを行います。 

 

 

所有者等 
空家の利活用や空家を除却して新たな土地利用を図り、空家の状態を

解消します。 

市 空家及び除却した跡地の活用に向けた情報提供などを行います。 

 

 

所有者等 
空家法又は空家条例の規定に従い、適切な管理ができていない状態

を解消します。 

市 空家法又は空家条例の規定に基づく措置を行います。 

 

利活用 

適切な管理 

管理不全空家等、特定空家等、特定類似空家等への対処 

空家化の予防 

図 4-１ 基本的な方針（空家対策の取り組み） 
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4-2 計画の対象地区､空家等活用促進区域 

1 対象地区 

建築物等は市域全体に建築されており､どの建築物等も空家化の可能性があることから､空

家対策の対象地区を一部地域に注目･限定するのではなく､市域全体を対象区域とします｡ 

 

 

 

 

2 空家等活用促進区域 

2023 年の空家法の改正により新設された制度です｡ 

中心市街地や住宅団地など､地域の拠点的なエリアに空家が集積すると､当該地域の本来

機能を低下させる恐れがあります｡また､古い空家を活用する上で､建築基準法などの規制が

ネックになっているケースもあります｡こうした課題に対応するため､市町村が重点的に空家等

の活用を図るエリア(空家等活用促進区域)として定めることで､区域内で空家の所有者等への

要請や接道規制の合理化､用途規制の合理化､市街化調整区域の用途変更の措置を講じる

ことができるようになります｡ 

市においては､建築物等の民間流通が盛んであること､空家を除却し新たな土地利用に転

じている状況が多いこと､空家数が少ないことなどから､空家等活用促進区域を定めてまで空

家活用をしていくことは現状必要がないと判断しています。そのため区域設定は行いません｡ 

 ただし､今後の地域ごとの空家発生の動向の変化などに応じ､空家等活用促進区域の設定

が日進市空家等対策協議会での協議を踏まえ必要になったときは､地域特性に応じた対策を

検討し､計画の見直し又は次期改訂時にその内容を追加します｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画の対象地区：全域 

空家等活用促進区域：定めません 
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4-3 対象とする空家の種類 

計画の対象とする空家の種類については､建築物等の種類に応じて､周辺生活環境に及ぼ

す影響の度合いやその管理の有無について､以下のように整理しました｡ 

 

表 4-1 建築物等の種類と空家なったときの影響 

 

一戸建ての住宅が空家となった場合は､日常的な管理者の不在が常態化し､周辺環境に悪

影響を及ぼす可能性も高いと言えることから､計画の対象とする空家の種類は､｢一戸建ての住

宅｣とします｡なお､空家化の予防の観点から､全ての一戸建ての住宅を｢一戸建ての住宅(空

家予備軍)｣とし､それらも計画の対象に含めます｡ 

 

 

 

4-4 計画期間 

長期的な視点をもって対策を実施かつ検証をしていく必要があることから､2026 年度から

2035 年度までの 10 年間を計画期間とします｡ 

 

 

なお､計画は､日進市空家等対策協議会に諮りながら継続して進行管理を行うとともに､社

会情勢の変化や空家を取り巻く環境の変化などを踏まえ､必要に応じて見直しを行います｡ 

 

建築物等の種類 空家となったときの所有・管理責任者 
周辺環境への 

影響の大きさ 

一戸建ての住宅 建築物等･土地の所有者等 ◎ 

店舗 建築物等･土地の所有者等､管理会社 ○ 

共同住宅 

(マンション･アパートなど) 
共同住宅オーナー､不動産業者等 △ 

計画の対象とする空家の種類：   
一戸建ての住宅 
一戸建ての住宅（空家予備軍） 

計画の期間：2026年度から 2035年度まで 
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4-5 所有者等による空家の適切な管理の促進に関する事項 

市の空家対策は｢4-1 空家対策に係る基本的な方針｣に示したように､所有者等が継続的

に実施していく建築物等の｢空家化の予防｣や空家になった場合の｢適切な管理｣と｢利活用｣と

それらを実施していくために必要な支援､｢管理不全空家等､特定空家等､特定類似空家等へ

の対処｣をしていきます｡ 

 

1 所有者等の所有責任・管理責任 

所有者等は､各種法令で建築物等の適切な管理などをする義務があります｡市では､空家

条例により､管理行為を義務付けています｡ 

 

表 4-2 所有者等の所有責任・管理責任を示した主な根拠法令 

法令名 条文 

空家法 

 (空家等の所有者等の責務) 
第 5 条 空家等の所有者又は管理者(以下｢所有者等｣という｡)は､周辺の
生活環境に影響を及ぼさないよう､空家等の適切な管理に努めるととも
に､国又は地方公共団体が実施する空家等に関する施策に協力するよ
う努めなければならない｡ 

空家条例 
(所有者等の責務) 

第 4 条 所有者等は､周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう､当該空
家等又は類似空家等を適切に管理しなければならない｡ 

民法 

(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任) 
第 717 条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人
に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその
損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止する
のに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければなら
ない。 

2 前項の規定は､竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用
する｡ 

3 前 2 項の場合において､損害の原因について他にその責任を負う者
があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使す
ることができる｡ 

建築基準法 

(維持保全) 
第 8 条 建築物の所有者､管理者又は占有者は､その建築物の敷地､構
造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければなら
ない。 

廃棄物の処理
及び清掃に関
する法律ああ 

 (清潔の保持等)  ※第 1 項のみ抜粋 
第 5 条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には､管理者とする｡
以下同じ。)は､その占有し､又は管理する土地又は建物の清潔を保つ
ように努めなければならない｡ 

尾三消防組合
火災予防条例 

(空地及び空家の管理) 
第 24 条 空地の所有者、管理者又は占有者は、当該空地の枯草等の
燃焼のおそれのある物件の除去その他火災予防上必要な措置を講じ
なければならない。 

2 空家の所有者又は管理者は、当該空家への侵入の防止、周囲の燃
焼のおそれのある物件の除去その他火災予防上必要な措置を講じな
ければならない。 
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所有者等は､所有する建築物等の将来のあり方を相続が起きた場合の対応なども含め､日

ごろから話し合い､空家化を未然に防ぐ意識をもって利用及び管理していく必要があります｡市

は､その意識が引き継がれていくように、所有者等に啓発していかなければなりません｡ 

  万一､空家化してしまい周辺生活環境に被害が及んだ場合は､所有者等がその所有責任・

管理責任を負うことになります｡空家の倒壊によって､隣接する建築物等が全壊し､死亡事故に

つながってしまった場合には､死亡に伴う逸失利益や慰謝料などの人身損害に加えて､処分

費用を含めた全壊家屋と家財の物件損害などに対して､賠償責任を負うことになります｡ 

(例) 

(資料(公財)日本住宅総合センター ｢空き家発生による外部不経済の実態と損害額の試算に係る調査｣より 

  

以上のように､所有者等は､所有する建築物等を｢空家化しない､させない｣ことを家族間も含

め話し合い､継続的に｢空家化の防止｣をしていく必要があります｡また､万一､空家化した場合

は､｢適切な管理｣を行う責任と｢利活用｣をしていく必要があります｡ 

さらに､所有者等には､｢空家化の防止｣､｢適切な管理｣､｢利活用｣の支援のために市が所有

者等に発送する通知などへの協力や｢管理不全空家等､特定空家等､特定類似空家等への

対処｣のために市が所有者等に行う措置に対応していく責任も課せられています｡そのため､

所有者等は計画の実施に協力しなければなりません｡ 
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2 適切な管理のための市の支援 

今後の空家の増加を抑制していくためには､所有者等が空家に対する問題意識や危機管

理意識を持ち､空家とならないように事前の対策を講ずることが効果的であることから､所有者

等に空家の適切な管理を促すための周知･啓発を継続的に行います｡ 

また､経済的な事情や遠方に居住しているため､空家の状況を把握していないなどの理由

により自らの所有責任・管理責任を全うしていない場合もあるため､所有者等が空家の実態を

認識し問題が深刻化する前に対応が可能になるよう､情報提供及び支援体制を充実していき

ます｡ 

 

(1)｢空家化の予防｣のための周知･啓発 

建築物等の所有者等に対して空家に対する問題意識や危機管理意識などの周知･啓発を

図るため､ホームページ､パンフレットなどを通じて啓発活動を行い､空家化の予防に向けた所

有者等の意識の涵養や理解増進を図ります｡ 

 

(2)｢適切な管理｣のための情報提供 

適切な管理がされないまま空家を放置される要因として､空家が周囲に及ぼす悪影響を所

有者等が正確に認識していないことが挙げられます｡ 

市民や地域などによる相談やパトロールなどから適切な管理がされていない空家の情報を

得た場合､市は､空家の詳細な実態を把握するとともに所有者等の特定のための調査をしてい

きます｡そして､所有者等には､空家の状態の写真を用いて伝えるといった客観的な事実を知

らせます｡そして､この状態が続けば空家法又は空家条例に基づく措置を講じることを説明し､

そうなる前に適切な管理がされるよう促します｡ 

 

(3)官民連携による支援 

(3-1)空家等対策の連携協力に関する協定 

各種団体と空家等対策の連携協力に関する協定を締結し､専門的見地から｢空家化の予

防｣や｢適切な管理｣に関する相談が受けられる体制や空家バンクの運営などによる支援を行

います｡なお､詳細な内容についてはホームページなどで周知します｡ 

 

表 4-3 空家等対策の連携協力に関する協定を締結した団体 

締結年月日 団体名 

2016 年 11 月 25 日 
公益社団法人愛知県宅地建物取引業協会東名支部 

 (2025 年 3 月 28 日に本部と協定締結したことに伴い協定解除) 

2017 年 3 月 9 日 愛知県司法書士会 

2018 年 2 月 19 日 愛知県土地家屋調査士会 

2018 年 3 月 14 日 日進建築士グループ 

2018 年 3 月 27 日 愛知県弁護士会 
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締結年月日 団体名 

2019 年 9 月 20 日 愛知県行政書士会 

2020 年 3 月 18 日 名古屋税理士会 

2025 年 3 月 28 日 公益社団法人愛知県宅地建物取引業協会 

※2026 年 1 月 1 日現在 

 

(3-2)空家等対策に係る協力事業者の紹介 

空家対策に関する事業の提供ができる事業者を募り､協力事業者として登録し､協力事

業者の情報をホームページで公開し､所有者等に紹介します｡ 

空家の所有者等は､協力事業者の情報を見て必要とする協力事業者に連絡し､双方で

料金その他必要な事項についての協議を行い､事業を行うことになります｡市は､協力事業

者の紹介のみを行うことになります｡2026 年 1 月 1 日現在 29 事業者が登録しています｡ 

 

表 4-4 協力事業者として登録できる事業の種類及び種類に応じた登録件数 

事業の種類 主な内容 件数 

空家の管理 庭木の剪定､草刈り､見回り､ポスト内の郵便物の整理 19 件 

空家の処分 空家の解体､空家の売買､家財の処分 15 件 

空家の利活用 空家のリフォーム､修繕 14 件 

空家に関する総合相談 相続相談、解体・活用・売却の相談 15 件 

その他 不動産登記、塗装、害虫駆除 9 件 

 

(3-3)ふるさと納税を活用した支援 

ふるさと納税の返礼品に｢空家の見守り｣を盛り込むなどにより官民連携による支援を行い

ます｡なお､詳細な内容についてはホームページなどで周知します｡ 

 

(3-4)空家等管理活用支援法人の対応 

2023 年の空家法の改正により新設された制度で､空家等管理活用支援法人に指定され

ることにより､民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し､空家対策に取り組む市

町村の補完的な役割となることが期待されます｡ 

市においては､空家対策の連携協力に関する協定や空家対策に係る協力事業者の登録

により官民連携体制が構築され､その体制による円滑な支援が行われています｡そのため､

新たな制度である空家等管理活用支援法人は､その必要性や既存制度との整理などを行

い､必要に応じ､制度導入に向けた方針などを別に定めることとします｡そのため､それまでの

間は､空家等管理活用支援法人の指定に係る申請は受けないものとします｡ 

 

(4)国･県等による支援策の周知及び補助金などの活用 

国･県等が行っている｢空家化の予防｣､｢適切な管理｣に関する支援策の周知を図るため､ホ
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ームページ､パンフレットなどを通じて啓発活動を行い､その利用を促します｡ 

また､｢空家化の予防｣や｢利活用｣につながる施策において国･県等による補助金などを

積極的に活用していきます｡ 

 

 

<国･県･民間団体による支援策の例> 

◆空き家再生等推進事業 

空家の活用､除却について補助金を交付しています｡居住環境の整備改善を図るため､

空家住宅又は空き建築物の活用を行う｢活用事業タイプ｣と､不良住宅､空家住宅又は空き

建築物の除却を行う｢除却事業タイプ｣があります｡ 

◆空き家対策総合支援事業 

空家法の空家等対策計画に基づき市町村が実施する空き家の除却･活用に係る取り組

みや､NPO や民間事業者などが行うモデル性の高い空き家の活用･改修工事などに対して

支援します｡ 

◆リバースモーゲージ制度 

高齢者が自分の家に住みながら､自宅を担保に生活資金などを一括又は年金の形で借

り､死亡した時点で自宅を処分して元利合計､又は元金を一括返済する金融制度です｡ 
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4-6 空家及び除却した空家に係る跡地の活用の促進に関する事項 

所有者等による空家及び除却した空家に係る跡地の活用を促進するため､以下の取組を推

進していきます｡ 

 

1 ｢空家化の予防｣のための周知･啓発(再掲) 

建築物等の所有者等に対して空家に対する問題意識や危機管理意識などの周知を図るた

め､ホームページ､パンフレットを通じて啓発活動を行い､空家化の予防に向けた所有者等の

意識の涵養や理解増進を図ります｡ 

 

2 ｢利活用｣のための情報提供 

空家の｢利活用｣に係る好例を収集し､所有者等から利用に係る相談があった場合は､それ

らを紹介し､利用イメージを醸成していきます｡ 

 

3 ｢利活用｣の啓発及び新たな利用者とのマッチング支援 

空家及び除却した空家に係る跡地の活用は民間流通で行っていくものですが､その補完と

なる空家バンクへの登録についてホームページなどで啓発活動を行い､早期に空家及び除却

した空家に係る跡地の活用につなげていきます｡ 

 また､地域や NPO などから空家の利用の希望について相談された場合は､空家バンクに登

録された空家の情報を提供し､早期に空家及び除却した空家に係る跡地の活用につなげて

いきます｡ 

さらに､空家バンクの利用や老朽化などで構造又は設備が著しく不良な住宅(以下｢不良空

家｣という｡)の除却に対し予算の範囲内で補助金を交付していますので､その内容についてホ

ームページなどで紹介し､利用に向けた啓発活動を行います｡ 

 

表 4-5 空家バンクを利用した補助制度と補助金額 

補助制度名 補助金額(上限) 

日進市空家バンク仲介手数料等補助金 売主等 25,000 円  買主等 25,000 円 

日進市空家バンク定住促進リフォーム補助金 300,000 円 

日進市空家バンク子育て世帯定住促進補助金 300,000 円 

 

表 4-6 不良空家の除却に対する補助制度と補助金額 

補助金名 補助金額(上限) 

日進市不良空家除却促進補助金 900,000 円 
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4 官民連携による支援 

(1)空家等対策の連携協力に関する協定(再掲) 

各種団体と空家等対策の連携協力に関する協定を締結し､専門的見地から｢空家化の予

防｣や｢利活用｣に関する相談が受けられる体制などによる支援を行います｡なお､詳細な内

容についてはホームページなどで周知します｡ 

 

表 4-3 空家等対策の連携協力に関する協定を締結した団体(再掲) 

締結年月日 団体名 

2016 年 11 月 25 日 
公益社団法人愛知県宅地建物取引業協会東名支部 

 (2025 年 3 月 28 日に本部と協定締結したことに伴い協定解除) 

2017 年 3 月 9 日 愛知県司法書士会 

2018 年 2 月 19 日 愛知県土地家屋調査士会 

2018 年 3 月 14 日 日進建築士グループ 

2018 年 3 月 27 日 愛知県弁護士会 

2019 年 9 月 20 日 愛知県行政書士会 

2020 年 3 月 18 日 名古屋税理士会 

2025 年 3 月 28 日 公益社団法人愛知県宅地建物取引業協会 

※2026 年 1 月 1 日現在 

 

(2)空家等対策に係る協力事業者の紹介(再掲) 

空家対策に関する事業の提供ができる事業者を募り､協力事業者として登録し､協力事

業者の情報をホームページで公開し､所有者等に紹介します｡ 

空家の所有者等は､協力事業者の情報を見て必要とする協力事業者に連絡し､双方で

料金その他必要な事項についての協議を行い､事業を行うことになります｡市は､協力事業

者の紹介のみを行うことになります｡2026 年 1 月 1 日現在 29 事業者が登録しています｡ 

 

表 4-4 協力事業者として登録できる事業の種類及び種類に応じた登録件数(再掲) 

事業の種類 主な内容 件数 

空家の管理 庭木の剪定､草刈り､見回り､ポスト内の郵便物の整理 19 件 

空家の処分 空家の解体､空家の売買､家財の処分 15 件 

空家の利活用 空家のリフォーム､修繕 14 件 

空家に関する総合相談 相続相談、解体・活用・売却の相談 15 件 

その他 不動産登記、塗装、害虫駆除 9 件 

 

(3) 空家等管理活用支援法人の対応(再掲) 

2023 年の空家法の改正により新設された制度で､空家等管理活用支援法人に指定され

ることにより､民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し､空家対策に取り組む市
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町村の補完的な役割となることが期待されます｡ 

市においては､空家対策の連携協力に関する協定や空家対策に係る協力事業者の登録

により官民連携体制が構築され､その体制による円滑な支援が行われています｡そのため､

新たな制度である空家等管理活用支援法人は､その必要性や既存制度との整理などを行

い､必要に応じ､制度導入に向けた方針などを別に定めることとします｡そのため､それまでの

間は､空家等管理活用支援法人の指定に係る申請は受けないものとします｡ 

 

5 国･県等による支援策の周知及び補助金などの活用 

国･県等が行っている｢空家化の予防｣､｢利活用｣に関する支援策の周知を図るため､ホー

ムページ､パンフレットなどを通じて啓発活動を行い､その利用を促します｡ 

また､｢空家化の予防｣や｢利活用｣につながる施策において国･県等による補助金などを

積極的に活用していきます｡ 

 

<国･県等による支援策の例> 

◆空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の 3,000 万円特別控除) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この特例措置を利用するためには､市が｢被相続人居住用家屋等確認書を申請に基づ

き交付する必要があり、2016 年度から 2024 年度までに 193 件交付しました。そして、これ

の特例措置により、空家を除却して新たな土地利用を図るといった利活用につながった

建築物等の件数が 123 戸ありました。 

※特例措置の利用期間：2027 年 12 月 31 日        （資料）国土交通省ホームページより 
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◆空き家再生等推進事業 

空家の活用､除却について補助金を交付しています｡居住環境の整備改善を図るため､

空家住宅又は空き建築物の活用を行う｢活用事業タイプ｣と､不良住宅､空家住宅又は空き

建築物の除却を行う｢除却事業タイプ｣があります｡ 

◆空き家対策総合支援事業 

  空家法の空家等対策計画に基づき市町村が実施する空き家の除却･活用に係る取り組

みや､NPO や民間事業者などが行うモデル性の高い空き家の活用･改修工事などに対して

支援します｡ 
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4-7 管理不全空家等､特定空家等､特定類似空家等への対処に関する事項 

｢適切な管理｣や｢利活用｣がされない空家については､管理不全空家等､特定空家等､特定

類似空家等に認定し､空家法又は空家条例の規定に基づく措置を行い､その状態を解消して

いきます｡ 

 

 管理不全空家等､特定空家等､特定類似空家等の認定 

管理不全空家等､特定空家等､特定類似空家等に該当するか否かの判断基準は､別に

定める判断基準とします｡なお､判断基準は､時代の潮流の変化などに伴い､必要に応じ､改

訂していくものとします｡ 

管理不全空家等､特定空家等､特定類似空家等の認定は､現地調査による周辺の生活

環境への悪影響の切迫性などと判断基準を照らし合わせたうえで総合判断し､管理不全空

家等､特定空家等､特定類似空家等に認定すべきと判断した場合は､日進市空家等対策協

議会及び日進市特定空家等認定委員会に諮り､認定していきます｡ 

なお､認定していく際には､空家が所有者等の財産であることから､その認定が財産権に

直結する可能性があるため､慎重かつ丁寧に認定していくことになります｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-2 管理不全空家等、特定空家等、特定類似空家等の認定手順 



 

 

37 

 

 空家法､空家条例の規定に基づく措置 

管理不全空家等､特定空家等､特定類似空家等に認定された場合､空家法､空家条例に

基づく助言､指導､勧告などの措置を行います｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお､過失がなく特定空家等の所有者等が確知できない場合は､空家法の規定に基づき

その措置における略式代執行を行います｡ 

 

 緊急安全措置 

空家等､類似空家等が、放置し続けることにより危険な状態などにある場合であって、所

有者等及びその連絡先を確知できないなどの場合に限り、空家条例の規定に基づく緊急

安全措置を行います｡ 

 

 調査･パトロール 

管理不全空家等､特定空家等、特定類似空家等として､助言､指導､勧告､命令などの措

置が行われた空家については､措置に対する猶予期限に応じて､行われるべき措置の履行

状況を確認します｡また､必要に応じて巡回パトロールを実施して､老朽化の進行などを確認

し､必要な措置を講ずるものとします｡ 

図 4-３ 空家法、空家条例の規定に基づく主な措置の流れ 
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4-8 市民等からの空家に関する相談への対応に関する事項 

市では､市民等からの空家が周辺に及ぼしている悪影響(環境の悪化､不審者や放火の不

安など)に対する相談や所有者等からの管理や利活用に関する相談など､様々な相談を受け､

解決に向けた対応をしていきます｡しかし､内容によっては専門知識が必要であり､市だけでは

解決に向けた対応ができない場合には､空家等対策の連携協力に関する協定を締結した団

体が行っている相談窓口の活用などを促しています｡ 

 

 

4-9 空家に関する対策の実施体制に関する事項 

空家対策の実施体制は､日進市空家等対策協議会､日進市特定空家等認定委員会の設

置や官民連携により適切な対応が実施できる体制を整えていきます｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防犯 

 

 

 

･ 図 4-4 空家に関する対策の実施体制 
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地域を支える組織等 

⚫区、自治会 

⚫自主防災組織、自主防犯組織 

⚫日進市社会福祉協議会 

⚫民生委員 等  

愛知警察署 

➢防犯対策、犯罪

尾三消防本部 

➢消防、風水被害
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4-10 その他空家に関する対策の実施に関し必要な事項 

1 計画に記載のない事項に対する対応 

空家法や空家条例の改正､国･県等による支援策の変更などや時代の潮流の変化に伴い

実施すべき対策が生じた場合､日進市空家等対策協議会に諮り､協議会での意見を踏まえ実

施していくものとします｡ただし､緊急的に実施すべき対策で日程的に日進市空家等対策協議

会を開催することが難しい場合は､後日開催される日進市空家等対策協議会に報告するもの

とします｡ 

 

2 対策の効果確認と改善 

対策の実施状況は､日進市空家等対策協議会に報告し､協議会での意見を踏まえ､必要に

応じ改善などをしていきます｡ 

また､計画の見直し又は改訂の際には､PDCA サイクルによる計画の評価検証を行い､その

結果を日進市空家等対策協議会に報告､協議会の意見を踏まえ､計画の見直し又は改訂を

行います｡ 

 

 

 

 

  

空家等対策計画の作成 

①計画（Plan） 

計画に基づく施策の実行 

②実行（Do） 

実施結果の効果確認 

③評価（Check） 

事業改善の方向付け 

④改善（Act） 

社会情勢の変化等 

図 4-5 継続的な対策の改善のための PDCA サイクル 
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５ 施策一覧 

計画に記載した内容を推進していくうえで実施していく施策を表 5-1 に整理しました｡ 

 

表 5-1 計画を推進するための施策一覧 

 

 

 

 

活動･制度など 取組内容など 
空家化
の予防 

適切な
管理 

利活用 

管理不
全空家
等 ､ 特
定空家
等 ､ 特
定類似
空家等
への対
応 

｢空家化の予防｣のため

の周知･啓発 

建築物等の所有者等に対して空家に対する問題意識

や危機管理意識などの周知･啓発を図るため､ホームペ

ージ､パンフレットなどを通じて啓発活動を行い､空家化

の予防に向けた所有者等の意識の涵養や理解増進を

図ります｡ 

〇    

官民連携による支援 

専門団体のよる相談窓口の実施や空家バンクの運営を

行います｡ 
○ ○ ○  

空家等対策に係る協力事業者を募り､その情報を紹介し

ます｡ 

国･県等による支援策の

周知及び補助金などの

活用 

｢空家化の予防｣､｢適切な管理｣､｢利活用｣に関する支援

策の周知を図るため､ホームページ､パンフレットなどを

通じて啓発活動を行い､その利用を促します｡ 

○ ○ ○  

｢空家化の予防｣､｢適切な管理｣､｢利活用｣につながる施

策において国･県等による補助金などを積極的に活用し

ていきます｡ 

｢適切な管理｣のための

情報提供 

所有者等に空家の状態の写真を用いて伝えるといった

客観的な事実を知らせます｡そして､この状態が続けば

空家法又は空家条例に基づく措置を講じることを説明

し､そうなる前に適切な管理がされるよう促します｡ 

 〇   

ふるさと納税を活用した

支援 

ふるさと納税の返礼品に｢空家の見守り｣を盛り込み､そ

の利用を促します｡ 
 ○   

｢利活用｣のための情報

提供 

空家の｢利活用｣に係る好例を収集し､所有者等から利

用に係る相談があった場合は､それらを紹介し､利用イメ

ージを醸成していきます｡ 

  ○  
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活動･制度など 取組内容など 
空家化
の予防 

適切な
管理 利活用 

管理不
全空家
等 ､ 特
定空家
等 ､ 特
定類似
空家等
への対
応 

｢利活用｣の啓発及び新

たな利用者とのマッチン

グ支援 

空家バンクへの登録についてホームページなどで啓発

活動を行い､早期に空家及び除却した空家に係る跡地

の活用につなげていきます｡ 

  ○  

地域や NPO などから空家の利用の希望について相談さ

れた場合は､空家バンクに登録された空家の情報を提供

し､早期に空家及び除却した空家に係る跡地の活用に

つなげていきます｡ 

  ○  

空家バンクの利用や不良空家の除却に対し予算の範囲

内で補助金を交付します｡また､その内容をホームペー

ジなどで紹介し､利用に向けた啓発活動を行います｡ 

  ○  

管理不全空家等､特定

空家等､特定類似空家

等に関する措置等 

管理不全空家等､特定空家等､特定類似空家等に認定

していきます｡ 

   ○ 

空家法､空家条例に規定する措置を行います｡ 

管理不全空家等､特定空家等､特定類似空家等を放置

し続けることにより危険な状態などにある場合､緊急安全

措置などを行います｡ 

空家法､空家条例に規定する措置の履行状況を確認し

ます｡また､必要に応じて巡回パトロールを実施して､老

朽化の進行などを確認し､必要な措置を講じます｡ 

その他 

空家法や空家条例の改正､国･県による支援策の変更な

どや時代の潮流の変化に伴い実施すべき支援策が生じ

た場合､その支援策を行います｡ 

○ 〇 ○  
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６ 成果指標及び計画の検証 

計画に基づく施策については､空家の現状を把握した上で､数値目標を用いた進行管理な

ど計画的な取組を推進します｡ 

目標値には､｢アウトプット｣(どのくらいの施策･事業を行ったか事業実施に直接関連する指

標)と｢アウトカム｣(どれだけの成果が上がったか成果に関する指標)とがあります｡ 

アウトプットとアウトカムのそれぞれについて､以下のように目標値を設定し､その評価に対す

る検証は日進市空家等対策協議会で行います｡ 

目標の達成については､計画の最終年度での達成を目指します｡ 

 アウトプット 

空家に関する相談件数  

｢2‐2 空家の状況と現状分析｣でみたように､市への空家の管理などに関する相談件数は､

年間約 50 件前後に推移し､その内訳は､全体の約 70%が適切な管理が十分されておらず周

辺環境に影響を与えていることに関する相談です｡ 

今後､空家対策を推進することで､管理が十分されておらず周辺環境に影響を与えている

ことに関する相談を減らし､適切な管理や利活用の実施に向けた相談を増やしていくことを

目標とします｡そこで現状値を基準値とし､目標値を現状維持の年間 50 件とします｡ 

 

 

 

【参考(前計画)】相談窓口利用件数:50 件/年(2025 年度) 

 

 アウトカム 

空家数(一戸建ての賃貸･売却用及び二次的住宅を除く空家)の抑制 

表 3-2 から住宅･土地統計調査により空家と判断した戸数は 750 戸でした｡ 

今後､空家対策を推進することで､空家数を抑制することを目標とします｡そこで現状値を

基準値とし､目標値の 750 戸以下とします｡ 

【参考(前計画)】空家数(その他の住宅):1,800 戸(2025 年度) 

 

 

相談件数：50件/年（2035年度） 

空家数(一戸建ての賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空家)：750戸以下(2035年度) 
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